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Ⅱ 株式及び新株予約権等に関する事項
１．株式に関する事項
(1) 発行可能株式総数 普通株式 1,100,000,000株

(2) 発行済株式の種類及び総数 普通株式 270,165,354株
（うち自己株式 4,801,599株）

(3) 株主数 45,061名

(4) 大株主（上位10名）

株 主 名 持株数（株） 持株比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 47,937,500 18.06

一般社団法人共同通信社 18,988,800 7.16

株式会社時事通信社 16,028,680 6.04

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 15,290,860 5.76

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ． （ＡＶＦＣ）
ＲＥ ＳＩＬＣＨＥＳＴＥＲ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡ
Ｌ ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ
ＶＡＬＵＥ ＥＱＵＩＴＹ ＴＲＵＳＴ

11,228,000 4.23

電通グループ従業員持株会 5,247,882 1.98

公益財団法人吉田秀雄記念事業財団 4,984,808 1.88

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ）
ＲＥ Ｕ．Ｓ． ＴＡＸ ＥＸＥＭＰＴＥＤ ＰＥＮＳＩ
ＯＮ ＦＵＮＤＳ

4,969,860 1.87

株式会社リクルートホールディングス 4,929,900 1.86

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ）
ＲＥ ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ ＣＬＩＥＮＴＳ ＡＣＣＯ
ＵＮＴ

4,124,978 1.55

（注）１．信託銀行各社の持株数には、信託業務に係る株式数が含まれております。
２．当社は自己株式を4,801,599株保有していますが、上記大株主から除外しております。
３．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況

株式の種類及び数 交付された者の人数

取締役（社外取締役を除く。）及び執行役 当社普通株式 9,500株 ４名

（注）1．当社の業績連動型株式報酬（中長期賞与）制度に基づき、2020年度において執行役員を兼務する監
査等委員でない取締役であった者に対し、同事業年度における執行役員の職務の対価として当事業年
度中に交付されたものであり、その概要につきましては、Ⅲ.2(2)③「業績連動型株式報酬（中長期賞
与）」に記載のとおりです。

2．上記においては、2022年３月30日開催の第173回定時株主総会の終結の時をもって監査等委員でない
取締役を退任した者２名に対する交付も含めて記載しております。
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(6) 株式に関するその他の重要な事項
該当事項はありません。

２．新株予約権等に関する事項
(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約

権等の内容の概要
該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に使用人等に対し職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要
該当事項はありません。

(3) 新株予約権等に関するその他の重要な事項
該当事項はありません。
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Ⅲ 会社役員に関する事項

4．重要な兼職の状況

地位・氏名 兼職先 役職
取締役代表執
行 役 副 社 長
CGO
曽我 有信

Dentsu International Limited Chair of the Board

取締役執行役
CFO
ニック・
プライデイ

Dentsu International Limited Member of the Board

社外取締役
松井 巖

八重洲総合法律事務所 弁護士

株式会社オリエントコーポレーション 社外取締役（監査等委員）
長瀬産業株式会社 社外監査役
東鉄工業株式会社 社外監査役

グローブライド株式会社 社外取締役（監査等委員）
社外取締役
ポール・キャ
ンドランド

ヤマハ株式会社 社外取締役

社外取締役
ア ン ド リ ュ
ー・ハウス

Viaplay Group AB Non-Executive Director

日産自動車株式会社 社外取締役

社外取締役
曽我辺 美保子

曽我辺公認会計士事務所 代表

DM三井製糖ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）

社外取締役
松田 結花

松田結花公認会計士・税理士事務所 代表

電気興業株式会社 社外監査役

三菱製鋼株式会社 社外監査役
（注）１．上記表では、2023年12月末日現在の兼職状況を記載しています。

２．取締役代表執行役社長CEO五十嵐博氏は、2023年4月18日付で当社の重要な子会社であるDentsu
International LimitedのNon-Executive Chairman of the Boardを退任いたしました。

３．取締役代表執行役副社長CGO曽我有信氏は、当社の重要な子会社であるDentsu International
LimitedのNon-Executive Directorに就任しておりましたが、2023年4月18日付で同社のChair of
the Boardに就任いたしました。また、同氏は、当社の重要な子会社である株式会社CARTA
HOLDINGSの監査役に就任しておりましたが、2023年3月25日付で退任いたしました。

４．取締役執行役CFOニック・プライデイ氏は、当社の重要な子会社であるDentsu International Limited
のExecutive Director, CFOに就任しておりましたが、2023年4月18日付で同社のMember of the
Boardに就任いたしました。

５．取締役ティモシー・アンドレー氏及び社外取締役佐川恵一氏については、該当事項はありません。
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5．社外役員に関する事項
(1) 当期における主な活動状況及び社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務

の概要

区分・氏名 出席状況 発言状況及び社外取締役が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
松井 巖

・取締役会 14回中14回
・指名諮問委員会 1回中1回、
指名委員会 9回中9回

・監査等委員会 4回中4回、監
査委員会 10回中10回

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大
会事案に関連して設置された特別委員会の委員長
として、調査検証委員会の原因究明及び再発防止
策の提言に関し、検察官としての長年の経験及び
弁護士としての専門的見地から、改善策等につい
て問題意識を持って積極的に提案を行い、取締役
会において重要な役割を果たしました。
監査委員会では、委員長として各監査委員の意見
をとりまとめて指針を提示するとともに、コンプ
ライアンスやリスクマネジメントに係る問題の根
本原因への対応や具体的施策についての評価・ア
ドバイスを提供いたしました。指名委員会では、
取締役・執行役候補者の選任プロセスの透明性・
客観性強化の観点から積極的に提言を行いまし
た。

社外取締役
ポール・キ
ャンドラン
ド

・取締役会 14回中14回
・指名諮問委員会 1回中1回、
指名委員会 9回中9回

・監査等委員会 4回中4回
・報酬委員会 8回中8回

取締役会では、グローバルな企業経営に関する豊
富な経験と幅広い知見を活かし、グローバル経営
の視点から、特に世界経済動向を踏まえた事業運
営、競争力の強化等について、積極的に助言・提
案を行いました。指名委員会では、グローバル経
営人財の選定・育成に関し、また、報酬委員会で
は取締役・執行役の報酬に関し、候補者の選任プ
ロセスや報酬の決定プロセスの透明性・客観性の
強化にそれぞれ有益な提言を行い重要な役割を果
たしました。
更に、東京本社に加え、米国のニューヨークオフ
ィスにも出張し、グローバルのシニアリーダーと
も積極的に議論の場を設け、ビジネスや企業風土
への深い理解に基づいた適切な提言を行いまし
た。

社外取締役
アンドリュ
ー・ハウス

・取締役会 14回中13回
・監査等委員会 4回中4回
・報酬諮問委員会 3回中3回、
報酬委員会 8回中8回

取締役会では、グローバル企業の経営者としての
豊富な経験と幅広い知見を活かし、多様な視点か
ら、特に当社グループのガバナンス、事業運営等
について、グローバル事例を踏まえ積極的に有益
な発言・提案を行いました。
報酬委員会では、委員長として、取締役・執行役
の報酬の決定プロセスの透明性・客観性の強化に
関する議論をリードしました。
更に、米国のニューヨークオフィスでのシニアリ
ーダーとの会合や従業員向けシェアリングミーテ
ィングへの登壇等により、社外取締役として積極
的に従業員とコミュニケーションを図り、グルー
プ全体のガバナンス意識の向上に資する有益な活
動を行いました。
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区分・氏名 出席状況 発言状況及び社外取締役が果たすことが
期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役
佐川 恵一

・取締役会 14回中14回
・指名諮問委員会 1回中1回、
指名委員会 9回中9回

・監査等委員会 4回中4回、監
査委員会 10回中10回

・報酬諮問委員会 3回中3回

持株会社での財務に関する豊富な知識及び経営者
としての長年の経験を活かし、特に取締役会で
は、グループガバナンスの向上に向けた事業変革
の推進、海外事業における競合企業との差別化に
資する的確な助言・提案を行いました。
指名委員会では委員長として、取締役や執行役の
選任に関する闊達な議論をリードし、候補者選任
プロセスの透明性・客観性の強化に重要な役割を
果たしました。監査委員会では、副委員長として
委員長を補佐し、監査委員会が監査テーマとして
掲げる財務報告の信頼性、グループ内部監査の推
進等の重要事項について方向性や進捗を確認し、
問題点の抽出や対応について議論をリードし、取
締役や執行役の業務の執行を適切に監査しまし
た。更に、米国のニューヨークオフィスへの視
察、従業員向けシェアリングミーティングへの
登壇等によりシニアリーダーや従業員と積極的
に議論し、ESG説明会では投資家と直接対話す
る機会を持ちました。

社外取締役
曽我辺 美保子

・取締役会 14回中14回
・監査等委員会 4回中4回、監
査委員会 10回中10回

・報酬諮問委員会3回中3回、報
酬委員会8回中8回

取締役会では、公認会計士としての専門的見地及
び豊富な実務経験から、特に、当社の財務及び法
務ガバナンスの向上、内部統制の推進、監督機能
の強化等に資する有益な助言・提言を積極的に行
い、取締役会の実効性の向上に重要な役割を果た
しました。
監査委員会では、会計監査人の監査の妥当性や財
務統制に係る内部統制の適切性について、会計監
査人や執行側の対応をモニタリングいたしまし
た。報酬委員会では、取締役・執行役の報酬の決
定プロセスの透明性・客観性の強化に関して、積
極的に提言を行い、当社のグループガバナンスの
強化に貢献しました。

社外取締役
松田 結花

・取締役会 10回中10回
・監査委員会 10回中10回

公認会計士及び税理士としての財務、会計、税
務、監査分野における専門的見地及び豊富な実務
経験から、特に当社の財務健全性の確保、内部統
制及び法務コンプライアンス体制強化、監査委員
会との連携を含めた監督機能の強化等に資する有
益な助言・提言を取締役会に対し行いました。
監査委員会では、グループレベルのコンプライア
ンスや会計・税務対応について、問題やリスクと
なり得る点を念頭においた評価・アドバイスを提
供いたしました。更に、米国のニューヨークオ
フィスへの視察や従業員向けのシェアリングミ
ーティングへの出席等、シニアリーダーや従業
員との直接の対話の機会を積極的に設け、グル
ープ全体のガバナンス意識の向上に資する活動
を行いました。

（注）１．当社は、2023年3月30日付で指名委員会等設置会社に移行しており、同日付で、指名諮問委員会、監査
等委員会及び報酬諮問委員会は廃止され、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会が設置されました。

２．社外取締役松田結花氏については2023年3月30日付の就任以降の状況を記載しております。
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(2) 重要な兼職先と当社との関係

区分・氏名 兼職先・兼職内容 当該法人等との関係
社外取締役
松井 巖

八重洲総合法律事務所
弁護士

八重洲総合法律事務所との間には、特別な関係
はありません。

株式会社オリエントコーポレー
ション
社外取締役（監査等委員）

株式会社オリエントコーポレーションとの間に
は、特別な関係はありません。

長瀬産業株式会社
社外監査役

長瀬産業株式会社と当社の重要な子会社である
株式会社電通との間には、営業取引がありま
す。

東鉄工業株式会社
社外監査役

東鉄工業株式会社との間には、特別な関係はあ
りません。

グローブライド株式会社
社外取締役（監査等委員）

グローブライド株式会社との間には、特別な関
係はありません。

社外取締役
ポール・キ
ャンドラン
ド

ヤマハ株式会社
社外取締役

ヤマハ株式会社と当社の重要な子会社である株
式会社電通との間には、営業取引があります。

社外取締役
アンドリュ
ー・ハウス

Viaplay Group AB
Non-Executive Director

Viaplay Group ABとの間には、特別な関係
はありません。

日産自動車株式会社
社外取締役

日産自動車株式会社と当社の重要な子会社であ
る株式会社電通との間には営業取引がありま
す。

社外取締役
曽我辺 美保子

曽我辺公認会計士事務所
代表

曽我辺公認会計士事務所との間には、特別な関
係はありません。

DM三井製糖ホールディングス
株式会社
社外取締役（監査等委員）

DM三井製糖ホールディングス株式会社との間
には、特別な関係はありません。

社外取締役
松田 結花

松田結花公認会計士・税理士事
務所
代表

松田結花公認会計士・税理士事務所との間に
は、特別な関係はありません。

電気興業株式会社
社外監査役

電気興業株式会社との間には、特別な関係はあ
りません。

三菱製鋼株式会社
社外監査役

三菱製鋼株式会社と当社の重要な子会社である
株式会社電通との間には営業取引があります。
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Ⅳ 会計監査人に関する事項

１．会計監査人の名称
有限責任 あずさ監査法人

２．会計監査人の報酬等の額
(1) 当期に係る会計監査人の報酬等の額 203百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法等に基づく
監査に対する報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、会計監査人に支払うべ
き報酬等の総額を記載しております。

（注）２．当社監査委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、十分な監査品質が確保できているかという観点から、監査項目別監査時間及び監査報酬の推
移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当期の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性
を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項・第４項の同意を行ってお
ります。

(2) 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 747百万円
（注）当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務である、国内子会社の会

計・内部統制等に関する助言業務等についての対価を支払っております。

３．当社の会計監査人以外の者による子会社の監査の状況
当社の重要な海外子会社である Dentsu International Limited 及びその他一部の海外子会社

は、当社の会計監査人と同一のネットワークに属しているKPMG（外国における公認会計士又は監
査法人に相当する資格を有する者）の監査（会社法又は金融商品取引法に相当する外国の法令の規
定によるものに限る。）を受けております。

４．会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
（１）監査委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事由のいずれかに該当し、解

任が相当と判断した場合は、監査委員全員の同意により会計監査人を解任します。
（２）監査委員会は、会計監査人の独立性、職務執行の状況等を勘案し、会計監査人の適正な職務の

遂行が困難である等、当社の監査業務に重大な支障をきたすおそれがあると判断した場合並び
に監査実施の有効性及び効率性等の観点から必要があると判断した場合は、株主総会に提出す
る議案の内容として、会計監査人の解任又は不再任を決定します。
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Ⅴ 会社の体制及び方針

１．内部統制基本方針
当社は、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、2023年１月１

日付で、事業変革の加速と経営の更なる高度化を実現するグローバル経営体制へと移行しました。
また、当社は、コーポレートガバナンスの更なる強化を目的として、2023年３月30日開催の第
174回定時株主総会における承認に基づき、「監査等委員会設置会社」から「指名委員会等設置会
社」へと移行いたしました。これにより、取締役会から執行役への業務執行権限の大幅な委譲、監
督機能と執行機能の明確な分離が図られ、業務執行に係る意思決定の迅速化と責任の明確化ととも
に、経営監督機能の強化と透明性の一層の向上を実現するための体制が調いました。
当社は、かかる移行に伴い、2023年３月30日開催の取締役会において、会社法第416条第１項

第１号ロ及びホに規定する体制の整備について、内部統制基本方針として決議いたしました。その
内容は、以下のとおりです。
当社グループ（当社及び当社の子会社をいいます。以下同じ。）の内部統制システムは、当社グ

ループの取締役、執行役、執行役員及び従業員が自らを律し、当社グループが社会的責任を全う
し、成長していくための体制です。
当社グループは、当社の取締役、執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー及

び従業員並びに子会社の取締役、執行役員及び従業員(以下「当社グループの役職員」)の職務の執
行が、法令及び定款に適合し、業務が適正に行われることを確保するために順守すべき共通行動規
範として「電通グループ行動憲章」を位置づけ、内部統制システムの維持・向上を図ります。

(1) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、次の各号に掲げる事項をはじめとして、当社グループを統括する持株会社として、子

会社が当社グループの一員として整備・運用すべき事項を定めるなど、当社による子会社に対す
る適切なサポート及び管理・監督を通じて、企業集団としての当社グループの業務の適正を確保
します。
① 子会社を含めた当社グループの行動規範として「電通グループ行動憲章」を策定し、子会
社各社が本憲章の採択を決議することとします。

② 子会社が電通グループ行動憲章を踏まえて然るべき規則を制定し、又は取締役会等の決議
を行うことにより、当社グループとしてのコンプライアンスの確保及びリスク管理を行う
こととします。

③ 子会社から定期的に子会社の業務、業績その他の重要な事項に関する報告を求めるととも
に、当社の業務又は業績に重大な影響を及ぼし得る一定の事項につき、子会社が当社の事
前承認を求め、又は当社との協議若しくは当社への報告を行うことを確保します。

④ 事業における意思決定や業務遂行を効率的かつ適切に行うため、グループ・マネジメン
ト・チームが、グループ経営会議を通じて、日本、米州、欧州・中東・アフリカ、アジア
太平洋の４つのエリアを統括して、管理・監督を行います。

⑤ その他次項以下に定める体制又はそれらに準じた体制を子会社に整備・運用させることと
します。

(2) 当社グループの役職員のコンプライアンス体制
① 当社の取締役及び執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会
社の取締役及び執行役員は、取締役会規則、各種重要会議運営規則、取締役規則、執行役
規則、グループ・マネジメント・チーム・メンバー規則、執行役員規則等の諸規則に則
り、適切に職務を執行することとします。
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② 当社の取締役及び執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会
社の取締役及び執行役員は、法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発
見した場合には、遅滞なく取締役会その他の重要会議において報告するとともに、速やか
に当社の監査委員会又は各社の監査役、監査役会、監査委員会等に報告することとしま
す。

③ 当社の取締役、執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバーは、自ら率先
して、コンプライアンス順守の企業風土を醸成し、当社グループのコンプライアンス体制
の維持・向上を図るため、コンプライアンス関連規則を定め、当社のグループ・マネジメ
ント・ボードのもと、グループコンプライアンス委員会において、当社グループ各社のコ
ンプライアンス順守状況及びコンプライアンス施策の拡充や当該施策への対応等に関する
モニタリングを行ってまいります。

④ 当社グループの役職員が利用可能な制度として、法令違反その他のコンプライアンス上の
問題に関する社内の相談窓口を設けるとともに、社内及び社外に直接アクセスできる内部
通報窓口を設置し適切に運用します。

⑤ 当社の監査委員会又は各社の監査役、監査役会、監査委員会等からコンプライアンス体制
についての意見及び改善の要求がなされた場合、当社の取締役及び執行役その他のグルー
プ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会社の取締役及び執行役員は遅滞なく対応
し改善を図ることとします。

⑥ 反社会的勢力及び団体との関係を遮断し、反社会的勢力及び団体からの要求を断固拒否す
るために担当部署を設置し、社内外の協力窓口と連携して対応します。

(3) 当社の執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会社の取締役及び
執行役員の職務執行の効率化を図る体制
① 当社の執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会社の取締役
及び執行役員の職務執行を効率的に行うために、取締役会、グループ・マネジメント・ボ
ード、グループ経営会議のほか、各種委員会を開催し、経営方針及び経営戦略に関わる重
要事項等についての意思決定を適切かつ機動的に行います。

② 上記会議体等での決定事項は、職制を通じた伝達のほか、緊急を要する場合には、社内電
子掲示板システム等も活用して全従業員に迅速に伝達し、速やかな業務執行を図ります。

(4) 当社の執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会社の取締役及び
執行役員の職務執行に係る情報の保存・管理体制
当社の執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバー並びに子会社の取締役及び

執行役員の職務執行に係る情報については、法令及び文書管理規則、情報管理諸規則等に基づ
き、適切に保存・管理します。

(5) リスク管理体制
① 当社の執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバーは、当社グループの経
営目標の達成を阻害する将来の不確実な要因としてのリスクを最小化するとともに、これ
らを機会として活かすためにリスク管理規則を定め、当社のグループ・マネジマント・ボ
ードのもと、グループリスク委員会においてリスク管理状況について自己点検を行い、優
先的に対応するべき重要なリスクを選定し、具体的な対応計画に基づいたリスク管理を実
施します。

② 経営上の重要なリスクへの対応方針やその他リスク管理に関する重要な事項については、
取締役会及び当社の監査委員会又は各社の監査役、監査役会、監査委員会等に報告を行い
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ます。

(6) 監査委員会の職務を補助する組織とその独立性等について
監査委員会の職務を補助すべき従業員の組織体制として監査委員会室を設置し、監査委員会の

直轄組織として、執行役その他のグループ・マネジメント・チーム・メンバーからの独立性及び
監査委員会からの指示の実効性を確保します。

(7) 監査委員会への報告体制と監査の実効性の向上について
① 当社グループの役職員（当社の監査委員である取締役を除く。本項において同じ。）が当
社の監査委員会に報告すべき事項についての規定を定めるとともに、当社の業務又は業績
に影響を与える重要な事項に関する当社グループの役職員の報告が、当社の監査委員会に
対してより確実かつ迅速に行われ、又は伝達されることを確保します。

② 前号の規定に記載のない事項に関しても、当社の監査委員会から報告を求められた場合
は、当社グループの役職員は遅滞なく当社の監査委員会に報告することとします。

③ 前各号の報告を行った者がその報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保しま
す。

④ 法令の定めに従い、監査委員の職務の執行について生ずる費用等の処理の方針を定め、こ
れを関係者に周知徹底します。

⑤ 監査の実効性を向上させるために、国内及び海外それぞれを統括する組織の監査委員会と
当社の監査委員会によりグループ全体を監査する体制を構築し、これら監査委員会から当
社の監査委員会に報告を受けるとともに、内部監査部門及び外部監査人との連係を確保し
ます。

(8) 財務報告の適正性を確保するための体制
① 当社の代表執行役社長（CEO）、最高財務責任者（CFO）及びチーフ・ガバナンス・オフ

ィサー（CGO）は、取締役会のもと、当社グループの財務報告の適正性を確保するため
の体制を維持し、継続的な改善を図ります。

② 当社の業務執行部署及び子会社は、整備・構築を行った内部統制が適切に運用されている
か、日常業務を通じて自己点検を行うとともに、当社の子会社は、その結果を当社に報告
することとします。

③ 内部監査オフィスは、業務から独立した立場で内部統制のモニタリングを実施し、財務報
告に係る内部統制の有効性について評価を行います。

２．内部統制システムの運用状況の概要
当社では、取締役会で決議された上記１．記載の内部統制基本方針に沿って、内部統制システム

管理規則、リスク管理規則、文書管理規則その他の社内規程等を整備の上、内部統制担当部署が中
心となって、内部統制システムの整備・運用を進めております。

運用状況の概要は次のとおりであります。
(1) 当社グループの業務の適正性の確保については、当社グループの役職員の行動基準である「電

通グループ行動憲章」に基づき、イントラネット及びイーラーニングによるコンプライアンス
研修等にて、当社グループの一員としてとるべき行動及び守るべき原則について周知を図って
おります。また、あらかじめ対象となる会社を特定し、企業集団として順守すべきルールを定
め、各社に順守するよう求めております。事業年度末には、国内及び海外の対象会社が、当該
ルールに沿って業務を実施しているかをチェックし、課題がある場合には、改善を求めており
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ます。
(2) 当社グループの役職員の内部統制の体制については、執行側の最上位意思決定機関である「グ

ループ・マネジメント・ボード」が、内部統制基本方針に沿った計画の策定と運用のモニタリ
ングに責任を負い、企業行動の改善を推進しております。また、2023年より、内部統制、コン
プライアンス、リスクマネジメント及びサステナビリティを管掌する「チーフ・ガバナンス・
オフィサー（CGO）」のポジションを新設し、コーポレートガバナンスの強化、情報開示の改
善に取り組んでおります。

(3) コンプライアンス体制については、グループ・マネジメント・ボードのもと、当社グループの
コンプライアンス基本方針の承認、コンプライアンスプログラムと活動計画の承認と実施状況
のモニタリング、各地域に対するコンプライアンスプログラムと活動計画の実施指示、モニタ
リング結果に基づく改善計画の承認と同計画の実施状況に関するモニタリング等を行うグルー
プコンプライアンス委員会を設置しております。当事業年度は、より良き社会の実現に貢献す
るというコミットメントの達成を目的に策定した「電通グループ 倫理・コンプライアンス・プ
ログラム」に基づき、コンプライアンスリスクアセスメントを実施するとともに、法務・コン
プライアンス関連の新たなグループ共通ポリシーとして、電通グループ個人データ保護及びプ
ライバシーポリシー、電通グループ内部通報ポリシーを制定しました。それに伴い、米州、欧
州・中東・アフリカ、アジア太平洋エリアで先行して整備してきた「Speak Up@dentsu」
を、グループ共通の内部通報プラットフォームとして、dentsu Japanにおいても導入しまし
た（現行のコンプライアンスラインと併設）。また、東京 2020 オリンピック・パラリンピッ
ク関連事案を受け、2023年5月15日に、「仕事への取り組み方を刷新することで、すべてのス
テークホルダーに対する責任を果たす」ことを目的に、当社代表執行役 社長 グローバルCEO
である五十嵐博が委員長を務める「dentsu Japan 改革委員会」を設置しました。設立以降、
同委員会は、「意識行動改革に基づく再発防止に関する方針」を掲げ、グループ全体の取り組み
を中心となって推進しております。そして、東京2020オリンピック・パラリンピック関連事案
に関する調査検証委員会（委員長：池上 政幸弁護士（元最高裁判所判事））から6月9日に受領
した「東京 2020 オリンピック・パラリンピック関連事案に関する調査検証報告書」の提言を
受け、当社グループとして、組織風土、コンプライアンス、業務プロセスの公正性・透明性の
問題に起因する事象の再発防止策の実効性を継続的に高めていくための「意識行動改革」を策
定しました。社会に対する責任意識と透明性を高め、守るべきルールやプロセスを明確化する
べく、①正しい企業活動を徹底する組織風土の定着、②リスク管理システムと法務・コンプラ
イアンス機能の強化、③公正・透明な取引を実現する業務プロセスの導入という３つを対策の
柱として、電通グループ行動憲章の再周知と順守誓約、業務遂行を担う各組織へのコンプライ
アンス・マネージャーの設置、独占禁止法の順守、贈収賄・汚職防止、利益相反取引等に関す
る研修・教育、パブリック業務・スポーツビジネスに関するガイドラインの策定・周知等、新
たな施策に取り組んでおります。

(4) リスク管理については、2023年にグループリスク委員会を設置して、グループ横断でのリスク
管理機能の向上・統括に取り組んでおります。グループリスク委員会では、「リスク管理規則」
に基づき、①会社の経営目標の達成を阻害するリスクの識別、②識別したリスクの評価、③会
社に大きな影響を与えうる「重要リスク」の特定、④リスクを最小化すべく「重要リスク」へ
の対応計画の策定、⑤「重要リスク」への対応の進捗状況の報告、というグループレベルの
「エンタープライズ・リスク・マネジメント（ERM）」を実施しております。上記①～⑤に加
え、グループのリスク管理に関する基本方針やリスクレジスター、スポンサー（役員など）と
対応計画などの重要事項、及び米州、欧州・中東・アフリカ、アジア太平洋、日本のリスク管
理状況については、各地域のリスク委員会での審議を経て、グループリスク委員会の議題とす
るとともに、グループ・マネジメント・ボードに付議又は報告しております。対応計画の策
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定・実施についてはリスク・スポンサー及び各専門部署が主体となり、全社的に対応しており
ます。

(5) 財務報告の適正性を確保するための体制については、2023年５月、金融商品取引法第24条の
４の４に定める「内部統制報告制度」に対応し、会計監査人との協議のうえ、評価対象会社、
評価対象業務プロセス、評価の体制等を定めた「基本計画書」を策定いたしました。当該「基
本計画書」に従い、評価対象である当社の業務執行部署及び当社グループの各対象会社は、日
常業務において内部統制システムの運用状況について自己点検を行っており、当該対象会社は、
その結果を当社に報告しております。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
（注）本事業報告中の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。
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連 結 注 記 表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等
（1）連結計算書類の作成基準
当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下、

IFRS）に準拠して作成しております。なお、同項後段の規定により、IFRSで求められる開示項目
の一部を省略しております。

（2）連結の範囲に関する事項
連結子会社はDentsu International Limited他計808社であります。

（3）持分法の適用に関する事項
関連会社である株式会社ビデオリサーチ他計85社に対して持分法を適用しております。

（4）会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法
ⅰ デリバティブを除く金融資産
ａ 償却原価で測定する金融資産
以下２つの要件をともに満たすものを償却原価で測定する金融資産に分類しておりま

す。
・契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを目的とする事
業モデルに基づいて、資産が保有されている。
・金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払のみであるキャ
ッシュ・フローが特定の日に生じる。
償却原価で測定する金融資産は、当初認識後、実効金利法による償却原価で測定してお

ります。
当社グループは償却原価で測定される金融資産に係る予想信用損失に対する貸倒引当金

を認識しております。

信用リスクの著しい増大の判定
当社グループは、期末日ごとに、金融資産の債務不履行発生のリスクを期末日現在と

当初認識日現在で比較し、金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大して
いるかどうかを評価しております。
なお、当社グループは、信用リスクが著しく増加しているかどうかを当初認識以降の

債務不履行の発生リスクの変化に基づいて判断しており、債務不履行の発生リスクに変
化があるかどうかを評価するのにあたっては、主に期日経過の情報を考慮し、以下も考
慮しております。
・金融資産の外部信用格付の著しい変化
・内部信用格付の格下げ
・借手の経営成績の悪化

― 13 ―

2024年03月04日 13時50分 $FOLDER; 14ページ （Tess 1.50(64) 20230919_01）



予想信用損失アプローチ
予想信用損失は、契約に基づいて当社グループが受け取るべき契約上のキャッシュ・

フローと、当社グループが受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額の現在
価値であります。金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合
には、当該金融資産に係る貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し、
著しく増加していない場合には、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定しており
ます。
なお、上記にかかわらず、重大な金融要素を含んでいない営業債権については、常

に、貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております。
予想信用損失の測定に当たっては、過去の事象、現在の状況及び将来の経済状況の予

測についての、報告日において利用可能な合理的で裏付け可能な情報を用いており、個
別に重要な金融資産は個別に予想信用損失を評価し、個別に重要ではない金融資産は所
在地、期日超過の日数、保全の状況、外部の信用格付等を基に信用リスクの特徴が類似
する資産ごとにグルーピングを行い、集合的に予想信用損失を評価し、損失評価引当金
を計上しております。
また、債務者が支払期限到来後90日以内に支払いを行わない場合など、金融資産の

全部又は一部について回収ができない、又は回収が極めて困難であると判断された場合
には債務不履行としております。
債務不履行に該当した場合、又は発行者又は債務者の著しい財政的困難が存在する場

合、信用減損しているものと判断しております。
金融資産に係る貸倒引当金の繰入額は、純損益で認識しております。貸倒引当金の戻

入が発生した場合、純損益で認識しております。
なお、債務者が当社グループと合意した返済計画を遂行できないなど、回収が合理的

に見込めない場合においては、金融資産を直接償却しております。これには通常、当社
グループが借手の直接償却対象の金額を返済するために十分なキャッシュ・フローを生
み出す資産又は収益源を有していないと判断した場合が該当します。当社グループで
は、直接償却した金融資産に対しても、期日経過債権を回収できるよう、履行強制活動
を継続しております。

ｂ 損益を通じて公正価値で測定する金融資産
当初認識時においてその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として指

定しない資本性金融商品、及び償却原価測定の基準を満たさない負債性金融商品を、損
益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。
損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初認識後、各決算日において公正価

値で再測定し、公正価値の変動及び配当金等の収益を損益として認識しております。
ｃ その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

売買目的保有でない資本性金融商品については、原則として当初認識時にその他の包
括利益を通じて公正価値で測定する金融資産として指定しております。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定することを指定した金融資産については、

当初認識後、公正価値で測定しており、公正価値の変動額をその他の包括利益として認
識し、認識を中止した場合又は公正価値が著しく下落した場合に利益剰余金に振り替え
ております。当該金融資産からの配当金については当期の損益として認識しておりま
す。
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ⅱ デリバティブ及びヘッジ会計
当社グループは、為替変動リスクや金利変動リスクをそれぞれヘッジするために、為替予

約取引、金利スワップ取引等のデリバティブを利用しております。当社グループは、ヘッジ
開始時に、ヘッジ対象とヘッジ手段の関係並びにヘッジに関するリスク管理目的及び戦略に
ついて、指定及び文書化を行っております。当該文書は、ヘッジ関係、リスク管理目的及び
ヘッジの実行に関する戦略並びにヘッジの有効性の評価を含んでおります。
これらのヘッジは、公正価値又はキャッシュ・フローの変動を相殺する上で非常に有効で

あることが見込まれますが、ヘッジ期間中にわたり実際に非常に有効であったか否かを判断
するために、ヘッジ関係を継続的に評価しております。
デリバティブは公正価値で当初認識しております。また、当初認識後は公正価値で測定

し、その事後的な変動は以下のとおり処理しております。
なお、ヘッジ会計については、経過措置によりIAS第39号を継続して適用しております。
ａ キャッシュ・フロー・ヘッジ

ヘッジ手段に係る利得及び損失のうちヘッジが有効である部分については、公正価値
の変動額をその他の包括利益に認識し、ヘッジ対象のキャッシュ・フローが損益に影響
を与えた時点でヘッジ対象とともに損益に認識しております。
ヘッジが有効でない部分については、公正価値の変動額を損益に認識しております。
ヘッジ手段が失効、売却、終結又は行使された場合、ヘッジがヘッジ会計の要件を満

たしていない場合及びヘッジ指定を取り消した場合には、ヘッジ会計を中止しておりま
す。

ｂ 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
在外営業活動体に対する純投資から発生する換算差額については、キャッシュ・フロ

ー・ヘッジと同様の方法で会計処理しております。
ヘッジ手段に係る利得及び損失のうち、有効部分はその他の包括利益で認識し、非有

効部分は損益として認識しております。
在外営業活動体の処分時には、従来その他の包括利益を通じて資本として認識してい

た累積損益を損益に振り替えております。
ｃ ヘッジ指定されていないデリバティブ

デリバティブの公正価値の変動は損益として認識しております。
ⅲ 棚卸資産
棚卸資産は取得原価と正味実現可能価額のいずれか低い金額により測定しております。取

得原価は主として個別法に基づいて算定しております。
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法
ⅰ 有形固定資産
有形固定資産の当初認識後の測定について原価モデルを採用しており、取得原価から減価

償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額で表示しております。取得原価には、資産の
取得に直接関連する費用、資産の解体、除去及び原状回復費用が含まれております。
土地等の償却を行わない資産を除き、有形固定資産は見積耐用年数にわたり、主として定

額法により減価償却を行っております。ただし、使用権資産は、見積耐用年数とリース期間
のいずれか短い年数にわたり、定額法で減価償却を行っております。
ⅱ 無形資産
無形資産の当初認識後の測定について原価モデルを採用しており、取得原価から償却累計

額及び減損損失累計額を控除した金額で表示しております。個別に取得した無形資産は、当
初認識時に取得原価で測定し、企業結合で取得した無形資産の取得原価は、取得日時点の公
正価値としております。自己創設無形資産は、資産の認識基準を最初に満たした日以降に発
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生する支出の合計額を取得原価としております。
無形資産はそれぞれの見積耐用年数にわたり定額法で償却しております。ただし、使用権

資産は、見積耐用年数とリース期間のいずれか短い年数にわたり、定額法で減価償却を行っ
ております。

③ のれんに関する事項
のれんは償却を行わず、取得原価から減損損失累計額を控除した金額で表示しておりま

す。
なお、のれんは減損の兆候の有無にかかわらず、年に一度、又は減損の兆候がある場合に

はその都度、減損テストを実施しております。
④ 重要な引当金の計上基準

当社グループは、過去の事象の結果として現在の法的又は推定的債務を有しており、債務
の決済を要求される可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼性のある見積りが可能
である場合に引当金を認識しております。貨幣の時間価値の影響が重要である場合、引当金
は当該負債に特有のリスクを反映させた割引率を用いた現在価値により測定しております。

⑤ 退職後給付
当社グループは従業員の退職給付制度として確定給付制度及び確定拠出制度を設けており

ます。確定給付制度については、確定給付制度債務の現在価値と制度資産の公正価値との純
額を負債又は資産として認識しております。当社グループは確定給付制度債務の現在価値及
び関連する当期勤務費用並びに過去勤務費用を、予測単位積増方式を使用して制度ごとに算
定しております。割引率は、将来の毎年度の給付支払見込日までの期間を基に割引期間を設
定し、割引期間に対応した決算日時点の優良社債の利回りに基づき算定しております。
確定給付型退職給付制度の勤務費用及び利息費用は損益で認識し、利息純額の算定には前

述の割引率を使用しております。また、確定給付型退職給付制度の再測定額は、発生した期
においてその他の包括利益として認識し、直ちに利益剰余金に振替えております。過去勤務
費用に関しては、発生した期の損益として認識しております。
確定拠出型退職給付に係る費用は、従業員が役務を提供した期間に損益として認識してお

ります。
⑥ 外貨換算

外貨建取引は、取引日における為替レートにて当社グループの各機能通貨に換算しており
ます。
決算日における外貨建貨幣性資産及び負債、公正価値で測定される外貨建非貨幣性資産及

び負債は、決算日の為替レートにて機能通貨に換算しており、この結果生じる換算差額は、
損益に認識しております。
外貨建取得原価にて測定される非貨幣性項目は、取引日の為替レートにて換算しておりま

す。
在外営業活動体の財務諸表については、資産及び負債は報告期間の決算日の為替レートで

円貨に換算し、収益及び費用は著しい変動のない限り、対応する報告期間における平均為替
レートで円貨に換算しております。この結果生じる換算差額は、その他の包括利益として認
識し、その累計額はその他の資本の構成要素において認識しております。
当社グループの在外営業活動体が処分される場合、当該在外営業活動体に関連した為替換

算差額の累計額は処分時に損益に振り替えております。
⑦ 収益

当社グループは、下記の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。
ステップ１：顧客との契約を識別する
ステップ２：契約における履行義務を識別する
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ステップ３：取引価格を算定する
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する
ステップ５：企業が履行義務の充足時に収益を認識する

当社グループは、顧客に対して広告業、情報サービス業及びその他の事業を提供しており
ます。
広告業においては、主に各種メディアへの広告出稿及びクリエーティブ・サービスを含む

広告制作や各種コンテンツサービス等のサービスの提供を行っております。
各種メディアへの広告出稿に関しては、主にメディアに広告出稿がなされた時点で当該サ

ービスに対する支配が顧客に移転し、当社グループの履行義務が充足されることから、当該
時点で収益を認識しております。
広告制作に関しては、企画、制作、撮影、編集、完成までの一連の管理業務が履行義務に

なります。当該管理業務は、その性質上、履行義務の充足が均一であると考えられ、経過期
間に応じて履行義務は進捗するため、収益は当該履行義務が充足される契約期間における期
間按分にて、一定の期間にわたり収益を認識しております。
各種コンテンツサービス等のサービスの提供については、その主なサービスは、スポーツ

イベントのマーケティング権等の権利ビジネスであります。スポーツイベントのマーケティ
ング権等の権利ビジネスにおいては、顧客に対してマーケティング権等の権利を使用できる
状態にすることが履行義務になります。当該取引のうち、顧客が複数の権利を複数の時点で
享受する複合的な権利に関する取引については、一定の期間において当該権利を顧客が使用
可能となり、その性質上、履行義務の充足が均一であると考えられ、主に契約期間の経過と
ともに履行義務が充足されるため、収益は当該履行義務が充足される契約期間における期間
按分にて、当該一定の期間にわたり収益を認識しております。それ以外の取引については、
権利が使用可能となった当該一時点において、当該権利の使用権が顧客に移転し、当社グル
ープの履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。
広告業の収益は、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格設定の裁量権等を考

慮すると、主として代理人としての性質が強いと判断されるため、当社グループが提供する
サービスに対する報酬として顧客から受領する対価から関連する原価を控除した純額、ある
いは手数料としての一定の報酬対価により計上しております。ただし、本人としての性質が
強いと判断される一部の取引に関しては、顧客から受領した対価と原価を総額で計上してお
ります。
広告業における取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領してお

り、重大な金融要素は含んでおりません。
情報サービス業においては、主にソフトウェア製品・商品の販売、受託システム開発、ア

ウトソーシング・運用保守サービス等のサービスの提供を行っております。
ソフトウェア製品・商品の販売に関しては、顧客への納品時点で当該製商品の支配が顧客

に移転し、当社グループの履行義務が充足されるため、当該時点で収益を認識しておりま
す。受託開発のソフトウェアに関しては、開発の進捗に応じて顧客の資産が増価するととも
に顧客が当該資産の支配を獲得し、これに応じて当社グループの履行義務が充足されるた
め、開発の進捗度に応じて収益を認識しております。開発の進捗度は、履行義務の充足に使
用されたインプット（発生したコスト）が、当該履行義務を完全に充足するまでに予想され
るインプット合計に占める割合に基づいて算出しております。また、運用保守サービスに関
しては契約期間の経過とともに履行義務が充足されるものであり、収益は当該履行義務が充
足される契約期間における期間按分にて計上しております。
情報サービス業の収益は、販売契約における対価から、値引きなどを控除した金額で算定

しております。また、約束の履行に対する主たる責任、在庫リスク、価格設定の裁量権等を
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考慮すると、本人としての性質が強いと判断されるため、収益及び原価を総額で計上してお
ります。
情報サービス業における取引の対価は、履行義務を充足してから主として１年以内に受領

しており、重大な金融要素は含んでおりません。
その他の事業においては、コーポレート領域の専門機能の提供、事務所賃貸、ビルサービ

ス等の事業を行っております。
⑧ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．会計方針の変更
（IAS第12号「法人所得税」の改訂の適用）

当社グループは、2023年５月に公表された、IAS第12号「法人所得税」の改訂を当連結
会計年度より適用しております。当該改訂は、OECDによるBEPSの第２の柱GloBE（グロ
ーバル・ミニマム課税）ルールを導入するために制定された又は実質的に制定された税法
から生じる法人所得税に、IAS第12号が適用されることを明確化した上で、グローバル・
ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び開示
しないことを要求する一時的な例外措置を定めております。また、当該改訂は公表後直ち
に遡及適用するよう定められており、当社グループは当該例外措置を当連結会計年度より
遡及適用し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資
産及び負債を認識及び開示しておりません。

３．表示方法の変更
（連結財政状態計算書関係）

前連結会計年度において、「有形固定資産」及び「無形資産」に含めて表示していた「使
用権資産」は、明瞭性を高めるため、当連結会計年度において独立掲記しております。

（連結損益計算書関係）
従来、「その他の収益」に表示していたコンテンツ事業の収益分配金は、当連結会計年度
において「収益」に含めて表示することに変更しております。また、従来、当該収益分配
金に関連する費用として「その他の費用」に表示していた長期前払費用償却費等は、収益
の控除項目として「収益」に含めて表示することに変更しております。
この変更は、契約の更改を契機として当社グループの営業活動の貢献度が高まったこと
から、当社グループの営業活動の成果をより適切に表示するために行うものであります。

４．会計上の見積りに関する注記
当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌連結会計

年度の連結計算書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであります。
(1) のれんの評価
① 連結計算書類に計上した金額

のれん 831,121百万円
上記には日本、米州（Americas）、ロシアを除くヨーロッパ、中東及びアフリカ

（EMEA）ののれんが、それぞれ23,219百万円、572,331百万円及び235,570百万円含ま
れております。なお、当連結会計年度末における日本を除くアジア太平洋（APAC）のの
れんの帳簿価額はゼロとなっております。

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
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当社は、のれんの評価に当たり日本、Americas、EMEA及びAPACをそれぞれ別個の資
金生成単位グループとして減損テストを行い、さらに海外事業全体及び電通グループ全体
について減損テストを行っております。当社は、事業変革の加速と経営の更なる高度化を
図り、事業成長と持続的な企業価値の向上を実現するため、当連結会計年度より「ワン・
マネジメント・チーム」によるグローバル経営体制へと移行し、４地域制（日本、
Americas、EMEA、APAC）で事業運営を行っております。これを受けて、日本事業にお
けるのれんの配分方法の見直しを行い、日本事業全体を一つの資金生成単位グループとし
て減損テストを行っております。
当社は、のれんの減損テストにおける回収可能価額を、経営陣により承認された翌連結

会計年度の予算、その後４ヶ年の業績予想を基礎とする使用価値に基づき算定しておりま
す。また、使用価値はオペレーティング・マージン、正味運転資本、売上総利益の中期成
長率、継続成長率、割引率及び全社費用の各資金生成単位グループへの配賦率に仮定をお
いて算定しております。
この結果、APACにおいて回収可能価額が帳簿価額を下回ったため、当連結会計年度に

のれんの全額及び無形資産の一部に対して減損損失67,804百万円を計上しました。
なお、事業戦略の変更や市況環境の変化等により上記仮定の見直しが必要となった場合、

翌連結会計年度においても、のれんの減損処理による損失が発生する可能性があります。

(2) 使用権資産の評価
① 連結計算書類に計上した金額

使用権資産 139,252百万円
上記には、将来のサブリースを見込む、2019年11月に借手として契約した米国ニュー

ヨークのオフィスビルリース契約に関する使用権資産25,759百万円が含まれております。

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
当社グループは構造改革の一環として不動産の適正化を行っており、一部の不動産リー

ス契約について、サブリースの活用を見込んでおります。当該リース契約に関する使用権
資産の減損テストにおいては、基本サブリース料、リース期間におけるリース支払料の想
定増加率、リースインセンティブ及び空室期間に仮定をおいて算定しております。市場環
境の変化やサブリース契約の締結等により上記仮定の見直しが必要となった場合には、翌
連結会計年度において使用権資産に係る追加の減損又は減損の戻入れが発生する可能性が
あります。

５．連結財政状態計算書関係
（1）担保に供している資産

その他の金融資産（流動資産） 54百万円
なお、上記以外にその他の金融資産（流動資産）のうち8百万円は官報・営業等にかかわる

取引保証のため担保に供しております。

（2）資産から直接控除した貸倒引当金
営業債権及びその他の債権 6,182百万円
その他の金融資産（非流動資産） 12,520百万円

（3）有形固定資産（使用権資産を除く）の減価償却累計額及び減損損失累計額 66,452百万円
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（4）偶発債務
保証債務残高
従業員住宅資金等融資制度による債務保証 2百万円
銀行借入等に対する債務保証 9,083百万円

計 9,085百万円

当社グループ会社が広範な領域にわたり遂行している事業は、国内・海外問わず、政府機関・
顧客・媒体社・協力会社等から調査・訴訟・メディア監査等に基づく請求・課徴金等を受けるこ
とがあります。当社は、専門家等との協議を含む検討の結果、それらの請求による債務が発生し
たとしても、当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を与えることはないと考えており
ます。

インドにおける偶発負債等について
過年度に当社グループのインドにおける子会社が締結した一部の取引について、社外弁

護士等の専門家と共に、詳細な調査を実施し、その結果をインド当局に報告しております。
これらの事案に関して、当該子会社に対して提供したと主張されている商品やサービス
の対価として、当社グループは取引相手から5,333百万インドルピー（9,047百万円）の
支払請求を受けております。
当社グループは、現在までの法的助言に基づき、関連する取引には経済的実体がなく、
また、商品やサービスの提供もないことから、金銭の支払義務はないと判断しており、し
たがって当該請求金額について引当金を計上しておりません。当社グループと社外弁護士
等の専門家による詳細な調査は継続中でありますが、当社グループは当該判断を継続して
主張するとともに、インド当局の調査への協力を続けてまいります。
この事案に関する今後の訴訟の展開や当局の判断等には、一定の不確実性が存在してお
ります。

連結子会社の買収に伴う条件付対価に関する偶発負債等について
当社グループは、海外事業拡大の一環として過年度に実施した連結子会社の買収に伴う

条件付対価に関連し、被取得企業の売主より、当社グループが条件付対価の算定の基礎と
なる業績にマイナスの影響を与える行為を行ったとの売主の主張に基づく追加の支払い請
求を受けておりました。
当社グループは、当社グループの当該行為は、買収契約上認められた行為であるとの見
解を主張し、売主の主張に対して争う方針でした。しかしながら買収契約に基づけば、金
額に係る意見の不一致については売主及び当社グループの双方が誠意をもって解決に努め
る必要があることから、被取得企業の売主と当社グループは和解に向けた協議を行い、
2023年8月に和解が成立いたしました。なお、当該和解が当社の連結計算書類に与える影
響は軽微であります。

６．連結損益計算書関係
（1）構造改革費用

構造改革に伴い発生した費用であります。
構造改革費用の主な内訳は、不動産の適正化費用、人員削減費用やその他の関連施策費用で

あります。

（2）減損損失
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当連結会計年度において、直近の実績を踏まえた最新の事業計画を基にのれんの減損テスト
を行った結果、APACにおいてのれんの全額及び無形資産の一部について減損損失67,804百
万円を認識しました。

７．連結持分変動計算書関係
（1）当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 270,165,354株

（2）配当に関する事項
① 配当金支払額

決 議 株式の
種 類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円) 基準日 効力発生日

2023年２月14日
取締役会

普通
株式 22,471 85.00 2022年12月31日 2023年３月16日

2023年８月14日
取締役会

普通
株式 20,757 78.50 2023年６月30日 2023年９月12日

計 43,229

（注）1 2023年２月14日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員株式報酬信託に係る信託E口が
保有する当社株式に対する配当金88百万円が含まれておりません。

2 2023年８月14日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員株式報酬信託に係る信託E口が
保有する当社株式に対する配当金73百万円が含まれておりません。

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるも
の
2024年２月14日開催の取締役会決議による配当
ⅰ 配当金の総額 16,129百万円
ⅱ １株当たり配当額 61.00円
ⅲ 基準日 2023年12月31日
ⅳ 効力発生日 2024年３月14日

（注）2024年２月14日開催の取締役会決議による配当金の総額には、役員株式報酬信託に係る信
託E口が保有する当社株式に対する配当金57百万円が含まれておりません。

なお、配当原資については、利益剰余金としております。
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８．収益関係
当社グループは、顧客に対して広告業、情報サービス業及びその他の事業を提供しております。

詳細は、「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項等 (4)会計方針に関する事項 ⑦収
益」をご参照ください。

（1）収益の分解
顧客との契約から認識した収益の分解は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

セグメント 内部取引調
整/全社 合計日本 Americas EMEA APAC 小計

地域市場別内
訳 548,802 350,583 266,377 116,129 1,281,893 22,658 1,304,552

（注）「内部取引調整/全社」は、ロシア事業及び全社機能に関する収益並びにセグメント間取引の消去によるもので
あります。ロシア事業の収益は15,249百万円、全社機能に関する収益は8,324百万円であります。

（2）契約残高
顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高は、以下のとおりであります

（単位：百万円）

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 1,506,360 1,507,016

受取手形及び売掛金 1,497,687 1,497,628

その他 8,673 9,388

契約資産 16,758 19,874

契約負債 72,099 63,963

連結財政状態計算書において、顧客との契約から生じた債権のうち、受取手形及び売掛金は営業
債権及びその他の債権、その他は非流動資産のその他の金融資産に含まれており、契約資産は営業
債権及びその他の債権に含まれています。また、契約負債は、その他の流動負債に含まれていま
す。
当連結会計年度に認識された収益について、期首時点で契約負債に含まれていた金額は66,359
百万円であります。また、当連結会計年度において、過去の期間に充足（又は部分的に充足)

した履行義務から認識した収益の額に重要性はなく、契約負債の残高の重大な変動はありません。
契約資産は、主に広告制作や受託システム開発等のサービス契約において、進捗度に応じて収益
を認識することにより計上した対価に対する権利として認識しており、対価に対する権利が無条件
となった時点で債権に振り替えております。契約負債は主に、顧客から受け取った前受対価に関連
するものであります。契約負債は、履行義務の充足に伴い、収益に振り替えております。

（3）残存履行義務に配分した取引価格の算定
当社グループにおいて、個別の契約における履行義務が１年を超えると予想される重要な取引が

ないため、実務上の便法を使用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、
顧客との契約から生じる対価の中に取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

（4）顧客との契約の獲得又は履行のためのコストから認識した資産
当社グループにおいては、顧客との契約の獲得又は履行のために発生したコストから認識した資
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産はありません。

９．金融商品関係
（1）金融商品の状況に関する事項
当社グループは、事業活動を行う過程において財務上のリスクに晒されており、当該リスクを回

避又は低減するために、一定の方針に基づきリスク管理を行っております。
なお、デリバティブ取引については、内部管理規定により、上記リスク回避・低減の目的の範囲

内で行うこととしております。
① 信用リスク管理

営業債権である受取手形及び売掛金を含む償却原価で測定される金融資産は、顧客の信
用リスクに晒されておりますが、与信管理の規則に沿ってリスク低減を図っております。
当社グループは、与信管理規程に従い、新規取引先等の審査及び与信管理を行っており

ます。また、経理規程に従い、各事業部門における管理部門と経理部門の協働により、取
引先ごとに期日及び残高の管理をするとともに、主要な取引先の状況を定期的にモニタリ
ングすることにより、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており
ます。連結子会社においても、与信管理、債権管理を行っており、一定の重要な取引及び
事象については報告や承認を必要とする管理体制をとっております。
なお、当社グループでは特定の相手先に対する過度に集中した信用リスクはありません。

② 流動性リスク管理
当社グループは、各部署からの報告に基づき資金管理部門が定期的に資金計画を作成・

更新し、収支の状況に応じた手元流動性を確保すること等により、流動性リスクを管理し
ております。
当社グループは、運転資金につきましては、内部資金、金融機関からの借入、社債、コ

マーシャル・ペーパー又は債権流動化等により調達することとしております。なお、債権
流動化取引はノンリコース契約であることから、同債権については債権の消滅を認識して
おります。
また、当社グループは、緊急時の流動性を確保するため、コミットメント・ラインを設

定しております。加えて、急速な外部環境変化等に万全を期すため、引き続き金融機関と
の間で一時的に追加の銀行融資枠を設定しております。

③ 為替リスク管理
外貨建金銭債権債務は為替の変動リスクに晒されております。当社グループでは、通貨

別月別に把握された為替の変動リスクに対して、先物為替予約を利用しております。
また、一定金額を上回る外貨建取引や為替の変動リスクのうち重要なものに対しては、

内部管理規程により、先物為替予約や外貨建借入等を利用してヘッジすることとしており
ます。

④ 金利リスク管理
当社グループが調達した資金の一部については、金利変動リスクを回避・低減するため

にデリバティブ取引（金利スワップ取引等）を活用し、支払利息を固定化しております。

（2）金融商品の公正価値等に関する事項
① 償却原価で測定する金融商品

当連結会計年度末における連結財政状態計算書計上額及び公正価値は、次のとおりであ
ります。なお、長期借入金及び社債以外の償却原価で測定する金融資産及び金融負債の公
正価値は、帳簿価額と近似しております。

（単位：百万円）
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連結財政状態計算書
計上額 公正価値

（金融負債）
長期借入金 290,498 294,318
社債 164,747 163,735

（注）１年内に返済予定の残高を含んでおります。

長期借入金の公正価値については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想
定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
長期借入金の公正価値ヒエラルキーはレベル２に該当しております。
社債の公正価値については、市場価格に基づき算定する方法によっております。また、

公正価値ヒエラルキーはレベル２に該当しております。
② 公正価値で測定する金融商品

当初認識後に経常的に公正価値で測定する金融商品は、測定に使用したインプットの観
察可能性及び重要性に応じて、公正価値ヒエラルキーの３つのレベルに分類しております。
公正価値のヒエラルキーは以下のように定義しております。
レベル１： 活発な市場における公表価格により測定した公正価値
レベル２： レベル１以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを使用して測定した公

正価値
レベル３： 観察可能でないインプットを使用して測定した公正価値
公正価値の測定に複数のインプットを使用している場合には、その公正価値の測定の全体

において重要な最も低いレベルのインプットに基づいて公正価値のレベルを決定しておりま
す。
公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、各四半期の期首時点で発生したものとして認

識しております。
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なお、当連結会計年度において、レベル１とレベル２の間における振替はありません。ま
た、以下の表には株式買取債務を含めております。

（単位：百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産
デリバティブ資産 - 18,614 - 18,614
株式 59,323 - 23,729 83,053
その他 492 6,510 20,489 27,491

合計 59,815 25,124 44,219 129,159
金融負債
デリバティブ負債 - 31,250 - 31,250
株式買取債務 - - 14,359 14,359
その他（主に条件付対価） - - 20,185 20,185

合計 - 31,250 34,544 65,794

デリバティブ資産及びデリバティブ負債に含まれる金利スワップ、為替予約等の公正価値
は、金融機関より入手した見積価格又は観察可能な市場データを用いて算定した金額で評価
しているため、レベル２に分類しております。
株式及びその他（金融資産）のうち活発な市場が存在する銘柄の公正価値は市場価格に基
づいて算定しているため、レベル１に分類しております。また、活発な市場が存在しない銘
柄のうち、公正価値を観察可能な市場データを用いて算定した金額で評価した銘柄について
レベル２に分類し、公正価値を観察不能なインプットを用いて主としてインカム・アプロー
チ（DCF法）及びマーケット・アプローチ（類似企業比較法又は類似取引比較法）で算定し
た金額で評価した銘柄についてレベル３に分類しております。
インカム・アプローチ（DCF法）において重要な観察不能なインプットは主として割引率
であり、公正価値は割引率の上昇（低下）により減少（増加）することとなります。使用し
た割引率は8.2％であります。
マーケット・アプローチ（類似企業比較法）において重要な観察不能なインプットは主と
して企業価値/営業利益等の評価倍率であり、公正価値は当該評価倍率の上昇（低下）により
増加（減少）することとなります。使用した企業価値/営業利益の評価倍率は、13.99倍であ
ります。
株式買取債務及びその他（金融負債）の公正価値等は、観察不能なインプットを用いて割

引キャッシュ・フロー法で算定した金額で評価しているため、レベル３に分類しております。
重要な観察不能なインプットは、主として将来時点における利益水準及び割引率であり、公
正価値等は、利益水準の改善（悪化）により増加（減少）し、割引率の上昇（下落）により
減少（増加）することとなります。
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レベル３に区分された資産、負債については公正価値測定の評価方針及び手続きに従い、
担当部署が対象資産、負債の評価方法を決定し、公正価値を測定しております。公正価値の
測定結果については適切な責任者が承認しております。
レベル３に分類された金融商品の増減は、以下のとおりであります。

(単位：百万円)

金融資産 金融負債

期首残高 71,034 59,918
その他の包括利益 (注)１ △16,900 -
損益 △1,111 2,282
購入又は取得 4,964 15,465
売却又は決済 △10,324 △46,528
その他 (注)２ △3,442 3,406
期末残高 44,219 34,544
(注)１．その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産に関するものであり、その他の包括利益を通

じて測定する金融資産の公正価値の純変動に含まれております。
２．当連結会計年度において、保有銘柄が取引所に上場したことによりレベル３からレベル１への振替を
行っております。

10．企業結合等関係
（Tagの取得）
（1）企業結合の内容
① 被取得事業の名称

「Tag」（「AI Wertheimer Holdings Limited」の事業ユニットブランド）
② 取得した事業の内容

デジタルクリエイティブコンテンツ制作事業、テクノロジー事業、チャネルアクティベ
ーション事業

③ 企業結合を行った主な理由
当社グループはマーケティング、テクノロジーとコンサルティングの融合が進む当社の

事業ドメインを「人起点の変革（People-centered Transformation）」と捉え直し、卓
越したクリエイティビティとテクノロジーの力で新たなソリューションと社会的インパク
トを生み出す企業へ進化を続けています。当事業買収は、「人起点の変革」の中心となる顧
客体験マネジメント（CXM）領域を推進するとともに、マーケティングのパーソナライゼ
ーションを通して、メディア領域・クリエイティブ領域も合わせた統合的な事業展開に寄
与します。

④ 企業結合日 2023年６月30日
⑤ 取得した議決権付資本持分の割合 100.0％
⑥ 企業結合の法的形式 現金による株式の取得

（2）連結損益計算書に含まれる取得した事業の業績の期間
2023年７月１日から2023年12月31日までの業績が含まれております。

（3）取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得した事業の取得原価 89,003百万円
取得原価の内訳:
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株式の対価（現金） 89,003百万円

（4）取得関連費用の金額及びその表示科目
当該企業結合にかかる取得関連費用は1,819百万円であり、連結損益計算書の「販売費及び一般

管理費」に計上しています。

（5）企業結合日における資産及び負債の公正価値、支払対価及びのれん
（単位：百万円）

支配獲得日
（2023年６月30日）

流動資産 (注)１
非流動資産

26,866
27,731

資産合計
流動負債
非流動負債

54,597
26,761
7,976

負債合計 34,737
識別可能な純資産の公正価値 19,859
支払対価 89,003
非支配持分 ―
のれん (注)２ 69,144
(注)１．現金及び現金同等物3,041百万円が含まれております。また、取得した営業債権及びその他の債権の公

正価値は22,077百万円、契約上の未収金額の総額は22,376百万円であり、回収が見込まれない金額は
299百万円となります。

２．のれんは、当該事業買収により期待される将来のシナジー効果及び超過収益力を反映しております。税
務上損金算入を見込んでいる金額は44,281百万円であります。

上記のうち一部の金額については、取得日が2023年６月30日であり当連結会計年度末日までに
取得原価の配分が完了していないため、現時点で入手可能な合理的情報に基づき算定された暫定的
な公正価値となっております。

（6）のれん以外の無形資産に配分された金額及びその内訳
（単位：百万円）

種類 金額
顧客との関係 16,152
その他 7,659

（7）企業結合によるキャッシュ・フローへの影響
現金及び現金同等物による取得原価の支払 △90,531 百万円
企業結合日に受け入れた現金及び現金同等物 3,041 百万円
株式取得による支出 △87,490 百万円

（8）取得した事業の収益及び利益
当連結会計年度において、連結損益計算書に含まれる被取得事業の支配獲得日以降における収益

は19,783百万円、当期損失は172百万円です。

（プロフォーマ情報）
仮に、企業結合が当連結会計年度の開始日に行われたと仮定した場合、連結損益計算書における
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収益は1,321,795百万円、当期損失は5,796百万円となります。
なお、当該プロフォーマ情報は監査証明を受けておりません。また、当該情報は必ずしも将来起

こりうるべき事象を示唆するものではありません。また、実際に出資が期首時点に行われた場合の
当社グループの経営成績を示すものでもありません。

11．１株当たり情報
（1）１株当たり親会社所有者帰属持分 3,182.97 円
（2）基本的１株当たり当期損失（親会社の所有者に帰属） △40.52 円

12．重要な後発事象
(自己株式の取得)
当社は、2024年２月14日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替

えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしまし
た。

（1）自己株式の取得を行う理由
資本効率の向上を図り、株主への一層の利益還元を行い、株主価値の向上を図るため。

（2）取得に係る事項の内容
① 取得対象株式の種類 ：当社普通株式
② 取得し得る株式の総数 ：1,000万株（上限）
③ 株式の取得価額の総額 ：20,000百万円（上限）
④ 取得する期間 ：2024年2月15日～2024年10月31日
⑤ 取得の方法 ：東京証券取引所における取引一任契約に基づく市場買付
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個 別 注 記 表

１．重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

② その他の関係会社有価証券
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２

項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じ
て入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっておりま
す。

③ その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
市場価格のない株式等
主として移動平均法による原価法

（2）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法

（3）固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を
除く）及び2016年４月１日以後に取得した建物附属設備並びに構築物については、定額法に
よっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建 物 6年～50年
車両運搬具 5年
工具、器具及び備品 3年～20年

② 無形固定資産
定額法によっております。なお、ソフトウエア（自社利用分）については、社内における利

用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
（4）引当金の計上基準
① 貸倒引当金

営業債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒
懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しており
ます。

② 役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

③ 株式給付引当金
役員等に対する将来の給付に備えるため、役員株式給付規則等に基づき、役員等に割り当て

られるユニットの見込数に応じた給付額を基礎として計上しております。
④ 契約損失引当金

将来の契約履行に伴い発生する可能性のある損失に備えるため、合理的に算定した損失見込
額を計上しております。
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⑤ 債務保証損失引当金
関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担

見込額を計上しております。

（5）ヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を行っております。なお、金利スワップ取引について特例処理の要件を充た
している場合には特例処理を採用しております。
② ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段 金利スワップ取引
ヘッジ対象 借入金に係る利息

③ ヘッジ方針
借入金に係る金利変動リスクの回避を目的とし、内規に基づきヘッジを行っております。ま

た、投機的な取引は実施しておりません。
④ ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップ取引については、特例処理によっているため、ヘッジの有効性の評価は省略し
ております。

（6）収益及び費用の計上基準
当社は純粋持株会社として、グループ各社に対し経営管理を行っており、その収益は、主に

当社の連結子会社からの受取配当金及び経営支援料からなります。受取配当金については、配
当金の効力発生日をもって収益を認識しております。また、経営支援料については、連結子会
社との契約に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、業務が実施された時点で当社
の履行義務が充足されることから、当該時点で収益を認識しております。

（7）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

２．会計方針の変更に関する注記
（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17
日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会
計基準適用指針第27－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定
める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる当事業年度の損
益に与える影響はありません。

３．表示方法の変更
（損益計算書）
１ 前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金
繰入額」(前事業年度96百万円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記し
ております。
２ 前事業年度において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「債務保証損失
引当金繰入額」(前事業年度245百万円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独
立掲記しております。

４．重要な会計上の見積りに関する注記
当事業年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌事業年度の計算

書類に重要な影響を及ぼすリスクがある項目は以下のとおりであります。
（関係会社投資の評価）
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１ 計算書類に計上した金額
関係会社株式※ 732,195百万円
その他の関係会社有価証券 9,527百万円
関係会社出資金 15,493百万円
※うち、非上場の子会社に対する投資等、市場価格のない株式等
子会社株式 686,755百万円
関連会社株式 12,632百万円

上記のうち、関係会社株式732,195百万円には、海外事業を統轄する非上場子会社
Dentsu International Limited（以下、「DI社」）に対する投資587,690百万円が含まれ
ております。

２ 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
非上場の子会社に対する投資等、市場価格のない株式等は取得価額をもって貸借対照表
価額としておりますが、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したとき
には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、実質価額まで減損処理
をしております。
DI社投資
当社は、DI社投資の評価に当たり、同社の1株当たり純資産額に基づいて実質価額を

算定しており、純資産額にはのれんの帳簿価額が含まれております。当該のれんは年次
で減損テストが実施されており、減損テストにおける使用価値の見積りにおける主要な
仮定には、連結計算書類の「４．会計上の見積りに関する注記（(１)のれんの評価）」
に記載のとおり、オペレーティング・マージン、正味運転資本、売上総利益の中期成長
率、継続成長率、割引率及び全社費用の各資金生成単位グループへの配賦率が含まれま
す。
この結果、減損テスト後ののれんの帳簿価額を含む当事業年度におけるDI社投資の実

質価額は著しく低下していないことから、当該投資の減損処理は不要と判断しておりま
す。しかし、事業戦略の変更や市場環境の変化等により上記仮定の見直しが必要となっ
た場合、翌事業年度において、DI社投資の減損処理による損失が発生する可能性があり
ます。

５．貸借対照表関係
（1）有形固定資産の減価償却累計額 7,320百万円
（2）偶発債務

保証債務残高
下記会社の銀行借入等に対する債務保証
Dentsu International Limited 及びDentsu International Treasury Limited
（運転資金に係る資金借入枠 500百万英ポンド） 90,340百万円
FORTIUS AG社他計６社 10,142百万円

計 100,482百万円

（3）関係会社に対する金銭債権・債務（区分表示したものを除く）
短期金銭債権 10,161百万円
短期金銭債務 8,855百万円

（4）「土地の再評価に関する法律」（1998年３月31日法律第34号）に基づき、事業用の土地の再
評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を再評価に係る繰延税金負債
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として負債の部に計上し、これを控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上して
おります。
同法第３条第３項に定める再評価の方法
「土地の再評価に関する法律施行令」（1998年３月31日政令第119号）第２条第４号に定める
「地価税法」第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するため
に国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出する方法に
よっております。
再評価を行った年月日 2001年３月31日
再評価を行った土地の当事業年度末における時価の合計額は、再評価後の帳簿価額を下回って

おりません。

６．損益計算書関係
関係会社との取引高
営業収益 92,782百万円
営業費用の取引高 25,997百万円
営業取引以外の取引高 3,796百万円

（注）営業費用の取引高の一部は経費等の立替であり、損益計算書上は相殺しております。

７．株主資本等変動計算書関係
当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式 5,741,899株
（注）自己株式数には、業績連動型株式報酬制度に係る信託口が所有する当社株式が含まれてお

ります。

８．税効果会計関係
繰延税金資産の発生の主な原因は、関係会社株式、その他の関係会社有価証券であります。
繰延税金負債の発生の主な原因は、その他有価証券評価差額金、土地再評価差額金でありま

す。
なお、当社は、当事業年度からグループ通算制度を適用しております。また、「グループ通算

制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年８月
12日）に従って、法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
並びに開示を行っております。
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９．関連当事者との取引関係
子会社及び関連会社等

属 性 会社等の名称 議決権等の

所有(被所有)

の割合

関連当事者

との関係

取引の内容 取引金額

（百万円）

科 目 期末残高

（百万円）

子会社 Dentsu

International

Limited

所有

直接 100％

海外事業運営の

管理委託及び銀

行借入枠に対す

る債務保証

役員の兼任

銀行借入枠に対する

債務保証（注1）

90,340 － －

キャッシュ･マネジ

メント･システムに

よる貸付（注2）

ー 関係会社短

期貸付金

35,093

マネジメントフィー

の支払（注3）

3,792 未払金 2,778

増資の引受（注4） 389,600 ー ー

子会社 Dentsu

International

Treasury

Limited

所有

間接 100％

運転資金の貸付

及び銀行借入枠

等に対する債務

保証

資金の回収（注5） 44,000 関係会社長

期貸付金

179,500

利息の受取（注5） 1,153 その他

(未収収益)

541

銀行借入枠に対する

債務保証（注1）

90,340 ー ー

子会社 株式会社電通 所有

直接 100％

不動産の賃貸、

役務の提供及び

役務の受入

役員の兼任

不動産の賃貸

（注6）

4,780 その他

(未収入金)

2

会社運営等に係る業

務の委託（注7)

4,503 未払金 1,537

キャッシュ・マネジ

メント・システムに

よる預かり（注2)

－ 関係会社短

期借入金

33,969

利息の支払（注2） 10 未払費用 0

子会社 株式会社電通

コーポレート

ワン

所有

直接 100％

同社のファクタ

リング業務に係

る資金貸付、役

務の提供及び役

務の受入

資金の貸付（注8） － 関係会社短

期貸付金

16,531

利息の受取（注8） 10 その他

(未収収益)

0

会社運営等に係る業

務の委託（注7）

4,463 未払金 1,102

子会社 株式会社電通

国際情報サー

ビス（注9）

所有

直接 61.8％

役務の提供及び

役務の受入

キャッシュ・マネジ

メント・システムに

よる預かり（注2）

－ 関係会社短

期借入金

52,405

利息の支払（注2） 11 未払費用 0
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子会社 株式会社電通

ライブ

所有

直接 100％

不動産の賃貸、

役務の提供及び

役務の受入

キャッシュ・マネジ

メント・システムに

よる預かり（注2）

－ 関係会社短

期借入金

16,426

利息の支払（注2） 2 未払費用 0

（注）
１．Dentsu International Limited およびDentsu International Treasury Limitedの２社を借入人
とする銀行借入枠（500百万英ポンド、満期2025年6月14日、１年の延長オプション１回あり）につ
き、債務保証を行っております。

２．キャッシュ・マネジメント・システムによる預かり及び貸付については、基本契約に基づき残高が
毎日変動するため、期末残高のみを記載しております。また、借入及び貸付金利は市場金利を勘案し
て決定しております。

３．マネジメントフィーは、業務内容を勘案し当事業者間契約により合理的に決定しております。
４．増資の引受は、子会社が行った増資を引き受けたものであります。
５．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。なお、担保は受け
入れておりません。

６．取引金額を総額で記載しておりますが、経費等の立替取引については、当事業年度の損益計算書で
は当社が外部に支払った金額から子会社より受領した金額を控除した純額を営業費用として計上して
おります。

７．会社運営等に係る業務の委託に関する取引条件については、委託する業務の内容等を勘案のうえ決
定しております。取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。

８．資金の貸付については、基本契約に基づき残高が毎日変動するため、期末残高のみを記載しており
ます。また、貸付金利は市場金利を勘案して決定しております。

９．株式会社電通国際情報サービスは2024年1月1日付けで株式会社電通総研に商号変更いたしました。

10．１株当たり情報
（1）１株当たり純資産額 2,386.74円
（2）１株当たり当期純利益 231.90円
（注）１株当たり情報の算定において、業績連動型株式報酬制度に係る信託口が所有する当社株式を自
己株式として処理していることから、期末株式数940,300株及び期中平均株式数961,144株をそれぞ
れ控除しております。

11．収益認識に関する注記
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「１．重要な会計方針 (6) 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

12．重要な後発事象
(自己株式の取得）
当社は、2024年2月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み
替えて適用される同法第156条の規定及び当社の定款の定めに基づき、自己株式取得に係る事項
について決議いたしました。
詳細につきましては、連結計算書類の「12. 重要な後発事象」に記載のとおりであります。
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